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豊
山
町
き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り

条
例
施
行

　
　

　

令
和
4
年
10
月
1
日
か
ら
豊
山
町
き
れ
い

な
ま
ち
づ
く
り
条
例
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
条
例
は
、
町
、
町
民
等
、
事
業
者
及
び

土
地
所
有
者
等
の
役
割
を
定
め
、
協
働
に
よ
る

き
れ
い
な
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
、
快
適
な
生

活
環
境
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
ご
み
の
ポ
イ
捨
て
防
止
、
犬
の
適
正

飼
養
に
つ
い
て
規
定
し
、
美
化
意
識
の
一
層
の

向
上
を
図
り
ま
す
。
町
と
皆
さ
ま
と
の
協
働

で
、
豊
山
町
を
よ
り
き
れ
い
な
ま
ち
に
し
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

〇
処
分
規
定

　
ポ
イ
捨
て
防
止
規
定
ま
た
は
犬
の
適
正
飼
養

規
定
の
違
反
者
へ
の
対
応
と
し
て
、
町
は
指

導
・
助
言
、
勧
告
及
び
命
令
が
で
き
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

〇
条
文
及
び
逐
条
解
説

　

本
条
例
の
条
文
及
び
逐
条
解
説
に
つ
い
て

は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
全
文
を
公
開

し
て
お
り
ま
す
。

https://w
w

w
.tow

n.toyoyam
a.lg.jp/

kurashi/seikatsu/1004933.htm
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▼
問
合
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住
民
課
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グ
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Info

浄
化
槽
の
法
定
検
査
・
保
守

点
検・清
掃
は
お
忘
れ
な
く
　
　

　
県
で
は
、
10
月
1
日
の
浄
化
槽
の
日
を
含
む

10
月
を
「
浄
化
槽
強
調
月
間
」
と
定
め
、
環
境

保
全
と
公
衆
衛
生
の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
働
き
を
利
用
し
て
汚

水
を
き
れ
い
に
し
ま
す
。
適
正
な
維
持
管
理
を

行
わ
な
い
と
浄
化
槽
の
機
能
低
下
や
悪
臭
の
発

生
な
ど
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　
浄
化
槽
の
使
用
に
は
、
維
持
管
理
と
し
て
次

の
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
法
定
検
査

　
毎
年
1
回
、
法
定
検
査
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
法
定
検
査
は
、
県
知
事
が
指
定

し
た
検
査
機
関
の
み
が
行
な
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

▼
申
込
み
（
社
）
愛
知
県
浄
化
槽
協
会
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◆
保
守
点
検

　
定
期
的
に
保
守
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
浄
化
槽
の
機
能
を
確
認
し
、
必

要
に
応
じ
て
修
理
し
て
く
だ
さ
い
。
県
指
定

事
業
者
に
の
み
委
託
で
き
ま
す
。

◆
清
掃

　
毎
年
1
回
以
上
の
清
掃
が
必
要
で
す
。

　
浄
化
槽
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
た

め
に
、
槽
内
の
汚
泥
な
ど
を
取
り
除
い
て
く

だ
さ
い
。
町
許
可
事
業
者
に
の
み
委
託
で
き

ま
す
。

▼
申
込
み　
豊
衛
工
業
㈱　
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Info

愛
知
県
ク
リ
ー
ン
排
水
月
間
　
　

　
県
で
は
、
毎
年
10
月
を
「
ク
リ
ー
ン
排
水
月

間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
川
や
海
を
き
れ
い
に

保
つ
た
め
、
生
活
排
水
対
策
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

◆
水
に
流
す
前
に

　
料
理
は
食
べ
き
れ
る
量
を
作
り
、
目
の
細
か

い
水
切
り
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
た
く
さ
ん
使
っ
て
も
洗
浄
力
は
同
じ

　
洗
剤
は
正
し
く
計
っ
て
使
っ
て
く
だ
さ
い
。

適
量
以
上
に
使
用
し
て
も
、
川
や
海
を
よ
ご
し

て
し
ま
い
ま
す
。

◆
流
さ
な
い
工
夫

　
使
用
済
み
の
油
は
、
凝
固
剤
で
固
め
た
り
、

古
新
聞
な
ど
に
吸
わ
せ
た
り
し
た
後
に
可
燃
ご

み
と
し
て
捨
て
て
く
だ
さ
い
。
食
器
や
鍋
に
つ

い
た
油
な
ど
の
汚
れ
は
、
ゴ
ム
ベ
ラ
、
古
新
聞

な
ど
で
ふ
き
取
っ
て
く
だ
さ
い
。
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ト
イ
レ
に
異
物
を
流
さ
な
い
で
！　
　

　
ト
イ
レ
に
異
物
（
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
、

紙
お
む
つ
、
パ
ン
テ
ィ
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
、
タ

バ
コ
等
）
を
流
す
と
詰
ま
り
や
故
障
の
原
因
と

な
り
ま
す
。
ト
イ
レ
に
は
、
「
水
に
溶
け
る

紙
」
以
外
は
流

さ
な
い
で
く
だ

さ
い
。
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し
尿
汲
取
り
券
価
格
改
定
　
　

　
10
月
1
日
汲
み
取
り
分
か
ら
し
尿
処
理
手
数

料
（
し
尿
汲
取
券
販
売
代
金
）
を
改
定
し
ま
し

た
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
10
月
1
日
以
降
に
汲
み
取
っ

た
分
に
つ
い
て
は
、
古
い
し
尿
汲
取
券
は
使
え

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
し
尿
汲
取
券
販
売
店
で

差
額
を
添
え
て
交
換
を
し
て
頂
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
交
換
方
法
は
、
次
表
の
2
通
り
に
限
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
換
金
や
、
現
金

で
し
尿
汲
み
取
り
業
者
に
支
払
う
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
交
換
時
期　
10
月
1
日
（
土
）
以
降

▼
問
合
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住
民
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境
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全
グ
ル
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プ
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古い券 新しい券

旧36リットル券
（250円券・青色券） + 現金

50円

➡

新36リットル券
（300円券・緑券）

旧18リットル券
（125円券・
だいだい色券）

+ 現金
25円

新18リットル券
（150円券・赤色

券）


